
 

坂東市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供に関する事務取

扱要綱 

令和６年２月１３日 

告示第１３号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第９７条第１

項の規定により実施する自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）自衛官等募集事務 自衛隊法第９７条第１項の規定により市町村長

が実施する自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務をいう。 

（２）募集対象者情報 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規

定により本市の住民基本台帳に記録されている市民の氏名、住所、生

年月日及び性別であって、自衛隊茨城地方協力本部が指定する範囲の

ものをいう。 

（３）提供依頼 自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１２０

条の規定により、防衛大臣が市町村長に対して行う必要な報告又は資

料の提供についての依頼をいう。  

（４）除外申請 本市が実施する自衛官等募集事務に当たり、自己の募集

対象者情報を防衛大臣に提供することを希望しない旨の意思表示と

して本市に対して行う申請をいう。 

（情報提供の方法） 

第３条 市長は、提供依頼があった場合において、紙媒体を閲覧する方法に

よって募集対象者情報の提供を行うものとする。だだし、次の各号に掲げ

る者の募集対象者情報を除くものとする。 

（１）住民基本台帳事務におけるＤＶ等支援措置対象者 

（２）第６条の規定により除外決定通知をした者 



（除外申請） 

第４条 除外申請を行う者（以下「申請者」という。）は、除外申請書（様式

第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、市長は、申請者に次の各号のいずれかの書類の原

本を提示させ、当該申請者が申請者本人であることを確認しなければなら

ない。 

（１）個人番号カード 

（２）運転免許証 

（３）旅券 

（４）各種健康保険の被保険者証 

（５）官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等 

（６）その他本人であることを証するものとして市長が適当と認めるもの  

３ 第１項の除外申請を法定代理人が行うときは、市長は、当該法定代理人

に係る前項に定める書類を提示させるものとする。この場合において、法

定代理人が申請者と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他の法定代理人

の資格を証明する書類を提出させるものとする。 

４ 第１項の除外申請を法定代理人以外の代理人が行うときは、市長は、当

該代理人に係る第２項に定める書類を提示させるものとする。この場合に

おいて、市長は、委任状を提出させるものとする。 

（除外対象者名簿への登録） 

第５条 市長は、前条第１項の除外申請があったときは、これを審査し、適

当と認めるときは、除外対象者名簿（様式第２号）に登録し、募集対象者

情報から申請者に係る情報を除外するものとする。 

（除外決定通知） 

第６条 市長は、前条の除外対象者名簿に登録したときは、申請者に対し、

募集対象者情報から除外した旨を除外決定通知書（様式第３号）により通

知するものとする。 

（提供状況の公表） 

第７条 市長は、第３条の規定により募集対象者情報を提供した場合は、次

に掲げる事項を坂東市公式ホームページにおいて公表するものとする。 



（１）利用目的の概要 

（２）提供した年月日 

（３）提供に係る住民の範囲 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


